
 

福井県工事検査要綱 

制定 昭和５３年 ８月 １日 

最終改正 平成２６年 ４月 １日 

                  

 この要綱は、福井県工事検査規程（昭和40年福井県訓令第19号）に基づいて行う

検査について必要な事項を定めるものとする。 

 （検査事務） 

第１条 工事主管課長ならびに工事関係事務所長等（以下「事務所長等」という。）

は、工事請負契約締結後２週間以内に、工事検査命令および復命（様式１）、工事

契約概要および成績評定書（工事成績評定要領（以下「要領」という。） 様式２）

（以下「工事検査カード」という。）に所要事項を記入し、工程表および現場代理

人および主任（監理）技術者等通知書（以下「現場代理人等通知書」という。）の

写を添えて工事検査課長に提出するものとする。なお、工事完成までに工事内容等

に変更が生じたときは、その変更内容および変更工程表、現場代理人等変更通知書

の写を提出するものとする。 

２ 完成検査（一部完成検査を含む）は、事務所長等において完成通知書（様式２）

を受理し、工事完成検査申請書（様式３）により直ちに工事検査課長に検査を申請

するものとする。 

３ 中間検査は、次の場合において工事検査課長が必要と認めたときに実施する。 

(１) 中間検査申請書(様式第４)により申請のあったとき。 

(２) 工事施工中の段階において、施工管理・工程管理等を確認するため工事施行適

正化検査を実施するとき。 

４ 工事検査課長は、検査の日時および検査職員その他検査に必要な事項について事

務所長等に通知するものとする。ただし、工事施行適正化検査は除く。 

 （検査命令） 

第２条 検査職員に対する検査命令は、工事検査カードにより行うものとする。 

 （検査職員の任務） 



第３条 検査職員は、検査の執行にあたって、規程第４条、第５条および第６条の規

定を守り、工事検査基準により、合格、不合格の決定ならびに出来高の判定をしな

ければならない。 

 （検査の実施） 

第４条 中間検査は、現地で、契約と適合しているか全般の履行状況について調査を

行うものとする。 

２ 契約解除による一部完成検査の場合、出来高部分と認めるものは、設計の一部効

用を発揮していなければならない。 

３ 検査職員は、検査の当日、関係者の立会いがないときおよび検査が困難と認めた

ときは直ちに中止し、工事検査課長の指示を求めるものとする。 

 （検査の復命） 

第５条 検査職員は、検査を終了したときは、工事検査カードの復命欄に、所要事項

を記入しその結果を復命するものとする。 

２ 工事検査カードの検査評定欄は、要領に基づき、完成検査を終了したときに記入

するものとする。 

 （工事の修補） 

第６条 検査職員は、検査の結果、工事に極めて重大な誤りがあり、修補を必要とす

ると認めたときは、工事修補事項を工事検査課長に報告（様式５の１）する とと

もに、修補を会計管理者または事務所長等から受注者に指示（様式５の２）するも

のとする。 

２ 前項の修補部分についての完了検査は、特に重要なものについては再検査し、そ

の他のものについては事務所長等の提出する修補事項確認報告書（様式５の３）に

より確認するものとする。 

 （その他） 

第７条 工事主管課および事務所等で行う検査についてもこの要綱を準用するもの

とする。 

第８条 公共工事行政情報システムを使用する検査事務については、別途定めるもの

とする。 



 

  附 則 

 この要綱は、昭和５３年８月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、昭和５７年４月１日から施行する 

  附 則 

 この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則  

  この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則  

  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則  

  この要綱は、平成１７年５月３１日から施行する。 

   附 則  

  この要綱は、平成１７年１１月１０日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 


